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ＴＴＡ行動規範 

【はじめに】 

ＴＴＡ行動規範は、ＴＴＡ全ての役員・理事・委員及び会員に対し同様

に適用され、日々いかに判断し行動すべきかの基準を示すものです。 

この行動規範は、ＴＴＡとしての基本的な行動規範を定めたもので、

個々の思想・信条やポリシーに影響を与えるものではありません。 

【法令・社会規範の遵守】 

１．法令順守 

私たちは、国内外のあらゆる法令やルールを遵守することはもとより、

高い倫理観に基づいた正しい行動をします。 

２．社会的規範の尊重 

私たちは、国または地域の社会規範・社会通念・良識に対して、最大限

の理解と適正な対応に努め活動をしていきます。 

３．反社会的勢力との関係 

私たちは、国の内外を問わず、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する

とともに、あらゆる不当要求や不正な取引を拒否します。 

４．会則・細則の遵守 

私たちは、ＴＴＡ会則及び細則に定められた条項を遵守します。 

５．個人情報の取扱 

私たちは、個人情報の保護に関する法律を遵守して、情報の適切な管理

に努めるとともに、情報を扱う上での人権の尊重、安全への配慮を怠り

ません。 

【会員とともに】 

６．誠実な行動 

私たちは、常に会員本位で考え、会員との誠実なコミュニケーションを

心がけます。 

ここでいう会員とは、ＴＴＡの登録番号を持つ選手を指します。 

７．会員満足度の追求 

私たちは、会員が目的を達成し心から満足感を得るために、大会等の企

画から運営に至るまでの過程において、質の高い情報を提供し、常時改

善に努め、期待を超える大会となることを目指します。 

【公正な活動】 

８．適切な会計処理・資産運用 

私たちは、適正な会計処理と効率的な資産運用等を行い、健全な財務状

況の構築に努めます。  
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９．各種情報の適正管理 

私たちは、活動上知り得た情報を適正に管理し、むやみに外部に漏らす

ことがないようにします。 

10．利害関係者との関係 

私たちは、常に公正さと透明性を保ち、もたれ合いや癒着と解されるよ

うな行動は、一切行いません。また、優越的地位を濫用した不当な言動

は厳に慎みます。 

11．接待・贈答、個人利益・賄賂行為 

私たちは、接待・贈答を受けず、贈賄行為や汚職行為は決して許さず、

一切関与しません。また、立場を利用して利益や便宜の供与を受けるな

どの個人的利益の追求を行いません。 

12．人権の尊重 

私たちは、全ての人間が等しく人権を有することを認識し、人権を尊重

します。 

また、人権の保護に努め、人権を侵害する行為は行いません。 

13．ハラスメント・差別 

私たちは、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、プライバシ

ー侵害等、栃木県のテニス環境を乱す行為は行いません。また、人種・

信条・性別・年齢・障害・学歴・門地等を理由とした、参加機会や待遇

の均等を損ねる差別行為は行いません。 

14．役員の責任 

ＴＴＡの役員（ここでは常務理事以上の役員を指す）は、倫理と法令遵

守に基づき行動するとともに、本行動規範に反するような事態が発生

した場合には、速やかに是正措置と再発防止に努めます。当該違反行為

に対しては、自らも含め、厳正な処分を行います。 

15．社会への貢献 

私たちは、各地域の歴史・文化・慣習等を尊重し、協会活動を通じて地

域社会の発展や環境の保全に貢献します。 


